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《一般取引資料せんの提出について》 

問１．この資料せんは、何のために提出するのですか。

問２．初めて依頼文書が送られてきたのですが、なぜですか。 

《作成方法等》 

問３．古い住所で依頼文書がきていますが、どうすればよいですか。 

問４．「一般収集資料せん合計表」を紛失したのですが、どうすればよいですか。 

問５．どの取引について作成すればよいですか。 

問６．費用の作成範囲の「期間中の取引金額が 10 万(５万)円以上」とは、どうい

う意味ですか。 

問７．提出件数が多くなりますが、どうしたらよいですか。 

問８．接待交際費には、取引先への冠婚葬祭費用も含まれますか。 

問９．接待交際費(飲食代)をクレジットカードで支払った場合、どのように作成

すればよいですか。 

問 10．取引先の住所が分からない場合は、どうすればよいですか。 

問 11. 取引先の住所や社名等が変更になった場合は、どうすればよいですか。 

問 12. 取引先の銀行が合併等で名称変更をした場合、どちらの名称で作成すれば

よいですか。 

問 13．「取引」と「決済」はどのように使い分けるのですか。 

問 14．同一取引の中に支払方法が複数ある場合は、どのように作成すればよいで

すか。 

問 15．振込手数料は、取引金額に含めますか。 

問 16．消費税は、取引金額に含めますか。 

問 17．該当する取引がない場合は、どうすればよいですか。 

問 18．「一般収集資料せん合計表」の「提出枚数」欄は、どのように書けばよい

ですか。 

問 19．福岡国税局ホームページに掲載の「光ディスク等提出用フォーム」のExcel

のシートは、「取引区分」ごとに作成するのでしょうか。 

問 20．「一般取引資料せん」を書面で提出したいのですが、全ての取引を同じ用

紙に記載してもよいでしょうか。 

問 21．福岡国税局ホームページに掲載の「書面提出用フォーム(印刷用)」の左

下に「局署番号」「整理番号」を記載することになっていますが、どこの番

号を記載するのでしょうか。 

《提出方法等》 

問 22．福岡資料センター宛の返信用封筒が同封されていますが、所轄税務署の



窓口に提出することはできますか。 

問 23．直接資料センターの窓口へ提出することはできますか。 

問 24．この資料せんは、ｅ－Ｔａｘで提出はできますか。 

問 25．この資料せんは、メールで提出はできますか。 

問 26．光ディスク等で提出するには、どうすればよいですか。 

問 27．光ディスク等で提出できないのですが、どうすればよいですか。 

問 28．光ディスク等を、同封されていた返信用封筒で送っても大丈夫ですか。 

問 29．提出した光ディスク等は返却してもらえますか。 

問 30．光ディスク等に PDF ファイルや福岡国税局ホームページに掲載の「書面

提出用フォーム(印刷用)」を格納し、提出してもよいですか。 

問 31．作成に時間がかかるので、一般取引資料せんの代わりに元帳のコピーを

提出してもよいですか。 

《暗号化について》 

問 32．暗号化はしないといけないのですか。 

問 33．自己復号型暗号化方式とは何ですか。 

問 34．暗号化ソフトのインストールはどうすればよいですか。 

問 35．暗号化を行い提出した後のパスワードは、どのようにして確認するのです

か。 

問 36．昨今の社会情勢から考えて、電話によりパスワードを聴取するのは問題

があるのではないですか。 
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《一般取引資料せんの提出について》 

問１．この資料せんは、何のために提出するのですか。

（答） 

税務署では、「適正・公平な課税の実現」のため、幅広く情報の収集を行っており、その一環

として提出を依頼しております。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

問２．初めて依頼文書が送られてきたのですが、なぜですか。

（答） 

毎年、様々な業種の方へ提出をお願いしております。皆様のご理解とご協力をよろしくお願い

します。

《作成方法等》 

問３．古い住所で依頼文書がきていますが、どうすればよいですか。

（答） 

申し訳ありません。お手数ですが、現在の住所に変更して、作成をお願いします。

問４．「一般収集資料せん合計表」を紛失したのですが、どうすればよいですか。

（答） 

適宜の用紙に「一般収集資料せん合計表」と記載していただき、貴社(あなた)の所轄税務署、

所在地(住所)、会社名(氏名)、電話番号と作成された方（復号用パスワードを回答できる方）の

お名前を記載の上、資料せんと共に提出をお願いします。

問５．どの取引について作成すればよいですか。

（答） 

依頼文書の「取引区分」欄の、＊印がついているものについて、作成をお願いします。
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問６．費用の作成範囲の「期間中の取引金額が 10 万(５万)円以上」とは、どういう意味です

か。

（答） 

令和６年１月から令和６年６月までの間に各取引先への支払金額が合計 10 万(5 万)円以上で

あれば、その取引先への支払内容について作成をお願いします。 

例えば、対象期間内に、A 社に 20 万円支払い、Ｂ社に３万円支払った場合は、Ａ社との取引

のみ作成をお願いします。 

問７．提出件数が多くなりますが、どうしたらよいですか。

（答） 

可能な限り、全ての取引について提出をお願いします。

問８．接待交際費には、取引先への冠婚葬祭費用も含まれますか。

（答） 

接待交際費については、バー、キャバレー、料理店等への支払のみ作成をお願いしております

ので、それ以外の支払については、作成不要です。

問９．接待交際費(飲食代)をクレジットカードで支払った場合、どのように作成すればよい

ですか。

（答） 

飲食された日付が分かれば、その日を取引年月日として作成してください。クレジットカード

の決済日(口座引落日)での作成であれば、資料せんの「品名等」欄に「クレジット払い」と表示

してください。

問 10．取引先の住所が分からない場合は、どうすればよいですか。

（答） 

取引先からの請求書や領収書でも分からなければ、○○市や○○町だけで構いませんので、分

かる範囲で作成をお願いします。 

その際には、電話番号や屋号など、分かることは全て記載をお願いします。
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問 11．取引先の住所や社名等が変更になった場合は、どうすればよいですか。

（答） 

現在の住所や社名等で作成をお願いします。

問 12．取引先の銀行が合併等で名称変更をした場合、どちらの名称で作成すればよいですか。

（答） 

現在の名称で作成をお願いします。

問 13．「取引」と「決済」はどのように使い分けるのですか。 

（答） 

請求書の日付・金額等で作成する場合は「取引」で、領収書の日付・金額等で作成する場合は

「決済」で作成してください。

問 14．同一取引の中に支払方法が複数ある場合は、どのように作成すればよいですか。

（答） 

支払方法ごとに、１行使って頂き、各行の「決済方法」欄には、それぞれの支払方法に対応す

るコードで作成をお願いします。 

例えば、30 万円の取引で、10 万円を現金、10 万円を手形で支払い、残り 10 万円を相殺した

場合は、３行使いそれぞれの「決済方法」欄には、同封しておりますチラシの決済コード番号

「１・３・５」を記載してください。 

問 15．振込手数料は、取引金額に含めますか。

（答） 

「金額」欄には、振込手数料を含めずに作成をお願いします。 

なお、含んで作成する場合は、「品名等」欄に「振込手数料込み」と表示をお願いします。
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問 16．消費税は、取引金額に含めますか。

（答） 

「金額」欄には、消費税を含めた金額で作成をお願いします。 

なお、税抜きで作成される場合は、「備考」欄に「税抜き」と表示をお願いします。

問 17．該当する取引がない場合は、どうすればよいですか。

（答） 

同封しております「一般収集資料せん合計表」に所在地(住所)・名称(氏名)を記載の上、「備考」

欄に「該当なし」と記載し、同封しております返信用封筒にて送付していただきますようお願い

します。

問 18．「一般収集資料せん合計表」の「提出枚数」欄は、どのように書けばよいですか。

（答） 

光ディスク等提出用フォームに入力して提出する場合は、行数を記載してください(１行を１

枚とカウントしてください。)。
また、書面提出の場合は、対象項目について作成した枚数を記載してください。

問 19．福岡国税局ホームページに掲載の「光ディスク等提出用フォーム」の Excel のシート

は、「取引区分」ごとに作成するのでしょうか。

（答） 

「光ディスク等提出用フォーム」の Excel のシートは、取引先や取引区分が異なる場合でも、

全て同じシートで作成してください。

問 20．「一般取引資料せん」を書面で提出したいのですが、全ての取引を同じ用紙に記載して

もよいでしょうか。

（答） 

同じ取引先でも複数の取引があった場合、「収集項目」(売上・仕入・外注費等)ごとに１枚作成

をお願いします。 

なお、右上整理欄の「収集項目」欄に収集項目番号の記載もれがないようお願いします(例え
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ば売上→01・仕入→02等。)。 

問 21．福岡国税局ホームページに掲載の「書面提出用フォーム(印刷用)」の左下に「局署番

号」「整理番号」を記載することになっていますが、どこの番号を記載するのでしょうか。

（答） 

「一般収集資料せん合計表」の右上に記載されております「５桁－８桁」の番号の５桁が「局

署番号」８桁が「整理番号」となりますので、それぞれの数字を記載してください。

《提出方法等》 

問 22．福岡資料センター宛の返信用封筒が同封されていますが、所轄税務署の窓口に提出す

ることはできますか。 

（答） 

差し支えありませんが、可能な限り資料センターへ送付していただきますようお願いします。

問 23．直接資料センターの窓口へ提出することはできますか。 

（答） 

郵送によらず持参による提出を希望される場合は、所轄税務署の窓口へ提出をお願いします。

問 24．この資料せんは、ｅ－Ｔａｘで提出はできますか。

（答） 

一般取引資料せんについては、ｅ－Ｔａｘを利用することができません。お手数ですが、光デ

ィスク等での提出をお願いします。

問 25．この資料せんは、メールで提出はできますか。

（答） 

一般取引資料せんは、メールによる提出はできません。光ディスク等での提出をお願いします。
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問 26．光ディスク等で提出するには、どうすればよいですか。

（答） 

同封のチラシをご覧ください。

なお、光ディスク等で提出する際の入力フォーム(Excel)については、福岡国税局ホームペー

ジからダウンロードできますので、ご利用ください。

問 27．光ディスク等で提出できないのですが、どうすればよいですか。

（答） 

福岡国税局ホームページ掲載の「書面提出用フォーム(印刷用)」に入力し、出力した上で提出

してください。

問 28．光ディスク等を、同封されていた返信用封筒で送っても大丈夫ですか。 

（答） 

光ディスク等をケースに入れていただくか、厚紙などで保護していただき、「一般収集資料せ

ん合計表」と共に返信用封筒で送付してください。 

問 29．提出した光ディスク等は返却してもらえますか。

（答） 

申し訳ありません。提出された光ディスク等は、返却しておりませんので、あらかじめご了承

願います。 

問 30．光ディスク等に PDF ファイルや福岡国税局ホームページに掲載の「書面提出用フォー

ム(印刷用)」を格納し、提出してもよいですか。

（答） 

申し訳ありません。PDF ファイルや、福岡国税局ホームページ掲載の「書面提出用フォーム

(印刷用)」では処理ができません。光ディスク等で提出される場合は、必ず福岡国税局ホームペ

ージ掲載の「光ディスク等提出用フォーム」を使用してください。
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問 31．作成に時間がかかるので、一般取引資料せんの代わりに元帳のコピーを提出してもよ

いですか。 

（答） 

申し訳ありません。元帳のコピーでは、処理ができませんので、福岡国税局ホームページに掲

載の「光ディスク等提出用フォーム」を使用し、光ディスク等に Excel データを格納して提出し

てください。

《暗号化について》 

問 32．暗号化はしないといけないのですか。

（答） 

情報セキュリティの観点から暗号化したデータを提出いただくようお願いしております。

問 33．自己復号型暗号化方式とは何ですか。

（答） 

ファイルの暗号化を行う際に、パスワードを設定し、そのファイルを受け取った者は、暗号化

ソフトがなくても、パスワードを入力することにより、閲覧を可能とする(復号化)方式をいいま

す。

なお、暗号化するためには、暗号化ソフトが必要となります。

問 34．暗号化ソフトのインストールはどうすればよいですか。 

（答） 

暗号化ソフトについては、市販されているものを購入して頂くか、インターネットよりソフト

をダウンロードしていただくことになります。 

問 35．暗号化を行い提出した後のパスワードは、どのようにして確認するのですか。

（答） 

光ディスク等を提出していただいた後、当局の担当者から電話によりパスワードをお伺いい

たします。 
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なお、提出いただくデータに暗号化を行った場合は、復号用パスワードを回答できる方を合計

表に記載の上、提出してください。 

問 36．昨今の社会情勢から考えて、電話によりパスワードを聴取するのは問題があるのでは

ないですか。

（答） 

当局の担当者が、電話によりパスワードをお伺いする場合は、必ず「一般取引資料せん」を、 

光ディスク等で提出頂いていることを確認した上で行います。 

なお、当局の担当者がお伺いするのは、「一般取引資料せん」データの復号を行うためのパス

ワードのみであり、銀行口座やその他の情報をお伺いすることはありません。 


